
2)救急医療対策事業の交付額は、次の①か ら④により算出 された額の合計額

とす る。 ただ し、算出された額に 1, 000円 未満の端数 が生 じた場合 には、

これ を切捨てるもの とす る。

① 救急医療支援センター運営事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを比較して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額 と総事業費から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

② 救急医療 トレーニングセ ンター運営事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを施設 ごとに比較 して少ない方の額 を選定す る。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他 の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少 ない方の額 に 2分の 1を乗 じて得た額 を交付額 とす

る。

77,800千 円

救急 医療 トレー ニ ングセ ンター の運 営

に必要 な次 に掲 げ る経費

1.指 導 医、プ ログラム責任者 にか

1.基    準   額 2.対 象 経 費

108,595千 円

救急医療支援セ ンターの運営に必要な

次に掲げる経費

1.報 酬

2.給 料

3.職員手当等

4.法 定福利費

5.賃 金

6.報償費

7.需用費 (消 耗品費、印刷製本

費 )

8.役務費

9.備品購入費 (サ ーバー )

10.使 用料及び賃借料

11.委 託費 (上 記 1か ら 10に 該

当す るもの。 )

2.対 象 経 費
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かる謝金、人件費、手 当

2.賃 金 (プ ログラム責任者の補

助者雇上経費 )

3.役務費 (損害保険料 )

4.備 品、医療機器 (患者に使用す

るものを除 く。 )、 庁用器具

(視聴覚教育用機器)購入費

5.海外留学費

6.外国人講師招へい費

③ 中毒情報セ ンター情報基盤整備事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少 ない方の額 を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他 の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少 ない方の額 を交付額 とす る。

(3)災害医療対策事業等の事業の交付額 は次の①か ら⑤ によ り算出された額の

合計額 とす る。ただ し、算出 された額 に 1, 000円 未満 の端数が生 じた場

合には、 これ を切捨てるもの とす る。

1.基    準   額 2.対 象 経 費

14,770千 円

中毒情報セ ンターの情報基盤整

備及び 24時 間体制で医師を確

保す るために必要な次に掲げる

経費

1.賃 金

2.報償費

3.旅 費

4.需 用費 (消耗品費、印刷

製本費、光熱水費、燃

料費等 )

5.役務費 (通信運搬費 )

6.委託費 (集 計及び入力の

ための委託費 )

7.使用料及び賃借料

8.備 品購入費
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① 医療施設耐震化促進事業

ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支 出額

とを施設 ごとに比較 して少ない方の額 を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少 ない方の額 に 3分の 2を 乗 じて得た額 と、都道府県

が補助 した額 とを比較 して少 ない方の額に 2分の 1を乗 じて得た額 の合

計額 を交付額 とす る。

1.基 準 額 2.対 象 経 費

3, 000千 円 医療施設 の耐震診断に必要な請負費

② DMAT事 務局等運営事業

ア.次 の表の第 1欄に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額と第 3欄

に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ.ア により種 日ごとに選定された額の合計額 と総事業費から寄付金その

他の収入額を控除した額とを比較 して少ない方の額を交付額 とする。

1. 種      目 2.基  準 額 3.対 象 経 費

DMAT事 務局事業 14,150千 円 DMAT事 務局の運営に必要 な

次に掲 げる経費

1.報 酬

2.給 料

3.職員手当等

4.法 定福利費

5.賃 金

6.報償費 (謝金 )

7.旅 費

8.需用費 (消耗品費、印刷

製本費 )

9.使用料及び賃借料 (会 場

借料等 )

10.役務費 (通信運搬費等 )

H.備 品購入費

災害医療調査ヘ リ

コプター運営事業

厚生労働大臣が必要

と認 めた額

災害医療調査ヘ リコプターの運

営に必要な次に掲げる経費
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1.旅 費

2.賃借料

3.需用費

材料費、

燃料費、

4.役務費

(消 耗 品費、医薬

医療用消耗 品費、

食料費 )

(通信運搬費 )

③ 防災訓練等参加支援事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設 ごとに比較 して少 ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を

控除 した額 とを比較 して少 ない方の額 を交付額 とす る。

イ .都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設 ごとに比較 して少 ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を

控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを比較 してもつ とも少 ない額の

合計額 を交付額 とす る。

④  DMAT活 動支援事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設 ごとに比較 して少 ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を

控除 した額 とを比較 して少 ない方の額 に 2分の 1を 乗 じて得た額 を交

付額 とす る。

イ.都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設 ごとに比較 して少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を

1.基 準 額 2.対 象 経 費

厚 生 労働 大 臣が必要 と認 めた額 国の主催する総合防災訓練に参加す る

ために必要な次に掲げる経費

1,旅 費

2.需用費 (自 動車借料、燃料費 )
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控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを比較 してもつ とも少 ない額に

2分の 1を乗 じて得た額の合計額 を交付額 とす る。

⑤  DMAT訓 練事業

ア.次 の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少ない方の額 を選定す る。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少 ない方の額 を交付額 とす る。

1.基  準 額 2.対 象 経 費

666千 円 DMAT訓 練事業に必要な次に掲 げる経費

1.報償費 (謝金 )

2.旅 費

3.需用費 (消 耗品費、印刷製本費 )

4.役務費 (通 信運搬費 )

5。 使用料及び賃借料 (会場借料等 )

(4)地域医療確保支援事業の交付額は、次の①か ら②により算出 された額の合計

額 とす る。ただ し、算出 された額 に 1, 000円 未満 の端数が生 じた場合に

は、 これ を切捨てるもの とす る。

ただ し、算出 された額 に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、 これ

を切捨てるもの とす る。

① 産科医療機 関確保事業

ア.都道府県が行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設 ごとに比較 して少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に より選定 された額 と総事業費か ら産科部門の収入額及び寄

付金その他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少ない方の額 に 2分 の

1.基  準 額 2.対 象 経 費

厚生労働大臣が必要 と認 めた額 被災地に出動 したDMATの 活動に必要

な次に掲 げる経費

1.旅 費

2.賃借料

3.需用費 (消耗 品費、医薬材料費、医療

用消耗品費、燃料費、食料費 )

4.役務費 (通信運搬費 )
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1を乗 じて得た額 を交付額 とす る。

イ.都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを施設 ごとに比較 して少ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら産科部門の収入額及び寄

付金その他の収入額を控除 した額 とを比較 して少ない方の額 と、都道

府県が補助 した額 とを比較 して少ない方の額に 2分 の 1を乗 じて得た

額の合計額 を交付額 とする。

② 地域医療支援セ ンター運営事業

ア.次の表の第 1欄 に定める種 目ごとに、第 2欄 に定める基準額 と第 3欄

に定める対象経費の実支出額 とを比較 して少ない方の額 を選定す る。

イ .ア によ り種 目ごとに選定 された額の合計額 と総事業費か ら寄付金 その

他の収入額 を控除 した額 とを比較 して少ない方の額 に 2分の 1を乗 じて

得た額 を交付額 とす る。

人 件 費 次によ り算出 された額

の合計額

地域医療対策事業実施

要綱第3の 3(2)に 定

める専任医師 1人 当た

り

12,548千 円

次に掲げる専任医師及び専従職員

の人件費

1.給 料

2.職員手当等

3.法定福利費

1.基  準  額 2.対  象 経 費

1か所 当た り

(1)分娩取扱期間  年間 9月 以上

22,810千 円

(2)分娩取扱期間  年間 6月 以上

9月 未満

15,207千 円

(3)分娩取扱期間  年間 6月 未満

7,603千 円

(注)交付額は、調整 の上決定するこ

ともあ り得 ること。

産科医療機関確保事業に必要な次に

掲げる経費

1.報 酬

2.給 料

3.職員手当等

4.法 定福利費

5.報償費 (謝金 )

3.対 象 経 費
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(上限2名 )

地域医療対策事業実施

要綱第3の 3(2)に定

める専従職員 1人 当た

り

3,899千 円

(上 限 3名 )

5)感染症指定医療機関運営事業の交付額は、次の①から③により算出された

額の合計額とする。ただし、医療機関ごとに算定された額に 1, 000円 未

満の端数が生 じた場合には、これを切捨てるものとする。

① 特定感染症指定医療機関運営事業

ア.次 の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の

収入額を控除した額 とを比較 して少ない方の額の合計額を交付額とする。

次によ り算出された額 を限度 と

して厚生労働大臣の認 めた額 とす

る。

特定感染症指定医療機 関の運営に必要

な次に掲げる経費

1.需用費 (消耗品費、印刷製本費、

光熱水費、燃料費、修繕費等 )

事 業 費 36,018千 円 事業に必要な次に掲げる経費

1.報 酬

2.賃 金

3.報償費 (謝金 )

4.旅  費

5。 需用費 (消耗品費、印刷製本

費等 )

6.使用料及び賃借料 (会 場借料

等 )

7.役務費 (通信運搬費等 )

8.委託料

9.備品購入費

2.対 象 経 費
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1床 当た り年額 7, 500千 円

ただ し、希少感染症治療薬 、保

管機材等購入費 として 49, 94
7千 円を加算す る。

2.役務費 (通信運搬費、手数料等 )

3.委託料

4.使 用料及び賃借料

5.材料費

6.備 品購入費 (単価 50万 円 (民 間団

体にあつては30万 円)未満の備品

に限 る。 )

② 第一種感染症指定医療機 関運営事業

ア.都道府県の行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額 を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ

の他の収入額 を控除 した額 とを医療機関ごとに比較 して少ない方の額

に 2分の 1を 乗 じて得た額 の合計額 を交付額 とす る。

イ .都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを医療機 関ごとに比較 して少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ

の他の収入額 を控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを医療機 関 ごと

に比較 してもつとも少ない額 に 2分の 1を乗 じて得た額 の合計額 を交

付額 とす る。

③ 第二種感染症指定医療機関運営事業

1.基    準   額 2.対 象 経 費

1床 当た りの年額 4, 500千
円 を限度 と して厚生労働 大 臣の認

めた額 とす る。

第一種感染症指定医療機 関の運営に必

要な次に掲げる経費

1.需用費 (消耗品費、印刷製本費、

光熱水費、燃料費、修繕費等 )

2.役務費 (通信運搬費、手数料等 )

3.委託料

4.使 用料及び賃借料

5,材料費

6.備 品購入費 (単価 50万 円 (民 間団

体にあっては30万 円)未満の備品

に限る。 )
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ア.都道府県の行 う事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを医療機関 ごとに比較 して少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ

の他の収入額 を控除 した額 とを医療機関 ごとに比較 して少ない方の額

に 2分 の 1を 乗 じて得た額の合計額 を交付額 とす る。

イ.都道府県が補助す る事業

(ア )次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出

額 とを医療機 関 ごとに比較 して少ない方の額を選定す る。

(イ )(ア )に よ り選定 された額 と総事業費か ら診療収入額及び寄付金そ

の他の収入額 を控除 した額 と都道府県が補助 した額 とを医療機 関 ごと

に比較 してもつ とも少 ない額に 2分の 1を乗 じて得た額 の合計額 を交

付額 とす る。

1.基    準   額 2.対 象 経 費

1床 当た りの年額 1, 500千

円を限度 として厚 生労働 大臣の認

めた額 とす る。

第二種感染症指定医療機関の運営 に必

要な次に掲 げる経費

1.需用費 (消耗 品費、印刷製本費、

光熱水費、燃料費、修繕費等 )

2.役務費 (通信運搬費、手数料等 )

3.委託料

4.使 用料及び賃借料

5.材料費

6.備 品購入費 (単価 50万 円 (民 間団

体にあつては30万 円)未満の備品

に限 る。 )

(6)医療安全推進事業の交付額 は、次によ り算出す るもの とす る。

ただ し、算出 された額 に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、 これ

を切捨てるもの とす る。

① 医療事故情報収集等事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少 ない方の額 を選定す る。

イ、アによ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少 ない方の額 を交付額 とす る。

1.基  準 額 2.対 象 経 費
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922千 円 医療事故情報収集等の事業に必要な次に

掲げる経費

給与費 (常勤職員給与費、非常勤職員給

与費、法定福利費等 )、 賃金、諸謝金、旅

費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信

運搬費、光熱水費、賃借料、会議費、雑役

務費 、委託料

② 診療行為に関連 した死亡の調査分析モデル事業

ア.次 の表の第 1欄 に定める基準額と第 2欄に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除し

た額 とを比較して少ない方の額を交付額とする。

③ 産科医療補償制度運営事業

ア.次の表 の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少 ない方の額 を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他 の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少 ない方の額 を交付額 とす る。

87

1.基  準 額 2.対 象 経 費

119,155千 円 診療行為に関連 した死亡の調査分析モデ

ル事業に必要な次 に掲げる経費

給与費 (常勤職員給与費、非常勤職員給

与費、法定福利費等 )、 賃金、諸謝金、旅

費、解剖及び文書料、備品費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、使用

料及び賃借料、会議費、雑役務費

1.基  準 額 2.対 象 経 費

80,237千 円 産科医療補償制度運営事業に必要な次に

掲げる経費

給与費 (常 勤職員給与費、非常勤職員給

与費、法定福利費等 )、 賃金、諸謝金、旅

費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

賃借料、会議費、雑役務費
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(7)臨床研究拠点等整備事業の交付額は、次の①から④により算出された額の合

計額 とする。ただし、機関ごとに算定された額に 1, 000円未満の端数が生

じた場合には、これを切 り捨てるものとする。

① 早期・探索的臨床試験拠点整備事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少ない方の額を選定する。

イ.ア により選定された額 と総事業費から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額を交付額 とする。

1.基    準   額 2.対 象 経 費

厚生労働大臣が必要 と認 めた額 早期・探索的臨床試験拠点整備事業に

必要な次に掲 げる経費

1.人件費 (常 勤職員給与費、非常

勤職員給与費、法定福利費 )

2.賃金

3.報償費 (謝金 )

4.旅 費

5.需用費 (消耗品費、印刷製本

費、会議費、図書購入費 )

6.役務費

7.使用料及び賃借料

8.委託料 (上記 1か ら 7に掲 げる

経費 に該 当す るもの。 )

9。 医療機器等の備品購入費

10,医療機器等の設置に要す る工事

費又 は工事請負費

②  グローバル臨床研究拠点整備事業

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較 して少 ない方の額を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とす る。

グローバル臨床研究拠点整備事業 に必

要な次に掲げる経費

1.人件費 (常 勤職員給与費、非常

2.対 象 経 費
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勤職員給与費、法定福利費 )

賃金

報償費 (謝金 )

旅費

需用費 (消 耗品費、印刷製本費

会議費、図書購入費)

役務費

.使用料及び賃借料

.備品購入費

.委託料 (上記 1か ら 8に掲 げる

経費に該 当す るもの。 )

③  医薬品等治験基盤整備事業

ア.次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額 と

を比較 して少ない方 の額 を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他 の収入額 を控除 した

額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とす る。

④ 治験拠点病院活性化事業

ア.次 の表の第 1欄 に定める基準額と第 2欄 に定める対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額を選定する。

2.

3.

4.

5.

６

７

８

９

1.基    準   額 2.対 象 経 費

厚 生 労働 大 臣が必 要 と認 めた額 医薬品等治験基盤整備事業に必要な次

に掲 げる経費

1.人件費 (常 勤職員給与費、非常

勤職員給与費、法定福利費 )

2.賃金

3.報償費 (謝金 )

4.旅 費

5.需用費 (消 耗品費、印刷製本費

、会議費、図書購入費 )

6.役務費

7.使用料及び賃借料

8.備 品購入費

9.委託料 (上記 1～ 8に掲げる経

費に該当す るもの。 )
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イ .ア に より選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とす る。

(8)医療の質の評価・公表等推進事業の交付額は次により算出するもの とする。

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定 める対象経費の実支出額 と

を比較 して少ない方の額を選定す る。

イ.ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金 その他の収入額 を控除 した

額 とを比較 して少 ない方の額に 2分の 1を 乗 じて得た額 を交付額 とす る。

1団 体 当た り 20, 062千 円 医療の質の評価 。公表等推進事業に必

要な次に掲げる経費

1.人件費 (非 常勤職員給与費、法

定福利費等 )

2.賃金

3.報償費 (謝金 )

4.旅 費

5.需用費 (消耗品費、印刷製本費

、会議費、図書購入費 )

6.役務費 (通信運搬費、雑役務

1.基  準  額 2.対 象 経 費

厚生 労働 大 臣が必要 と認 めた額 治験拠点病院 として治験環境の充実

に必要な次に掲 げる経費

1.人件費 (常勤職員給与費、非常

勤職員給与費、法定福利費等 )

2.賃金

3.旅費

4.需 用費 (消耗品費、印刷製本

費、会議費、図書購入費 )

5.役務費 (通 信運搬費 )

6.使用料及び賃借料

7.委託料 (上記 1か ら6に掲げる

経費に該 当す るもの。ただ し、治

験業務の IT化 に係 るものに限

る。 )

2.対 象 経 費
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費 )

7.使用料及び賃借料

8.委託料 (上記 1か ら 7に掲げる

経費 に該 当す るもの。 )

(9)異状死死因究明支援事業の交付額は次 によ り算出す るもの とす る。

ただ し、算出 された額 に 1, 000円 未満の端数が生 じた場合には、 これ を

切捨てるもの とす る。

ア.次 の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支 出額 と

を比較 して少ない方の額 を選定す る。

イ .ア によ り選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 した

額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とす る。

1.基   準   額 2.,対 象 経 費

1箇所 当た り 7, 424千 円 異状死死因究明支援事業に必要な次に

掲げる経費

1.賃金

2.報償費 (謝金 )

3.旅費

4.需 用費 (消耗品費、印刷製本

費、会議費 )

5.役務費 (通信運搬費、解剖経

費、死亡時画像診断経費 )

6.委託料 (上記 1～ 5に掲げる経

費に該当す るもの )

(10)外 国人受入医療機 関認証制度開発 のための支援事業の交付額 は次 によ り算出

す るもの とす る。

ア.次の表の第 1欄 に定める基準額 と第 2欄 に定める対象経費の実支出額 と

を比較 して少ない方の額を選定す る。

イ .ア により選定 された額 と総事業費か ら寄付金その他の収入額 を控除 した

額 とを比較 して少ない方の額 を交付額 とす る。

1.基    準   額 2.対 象 経 費
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35,359千 円

(交付決定の下限 )

5.3の 事業について、 4に より

掲 げる額 に満たない場合 には、

外国人受入医療機 関認証制度開発のた

めの支援事業に必要な次 に掲 げる経費

1.人件費 (職員給与費、法定福利費

等 )

2.報償費 (謝金 )

3.旅費

4.需 用費 (消耗品費、印刷製本費

、会議費、図書購入費 )

5.役務費 (雑役務費 )

6。 使用料及び賃借料

7.委託料 (上記 1か ら 6に掲げる経

費に該 当す るもの。 )

施設 (地 区等)ご とに算出 された額が、別表に

交付決定を行わない もの とす る。

(別  表 )

事 業 名 下 限 額

(1)医療施設運営費等補助金

① へき地保健医療対策事業

ア.へ き地医療支援機構運営事業

キ.へ き地保健指導所運営事業

④ 感染症指定医療機関運営事業

(4)医療施設耐震化促進事業

千 円

372

205

42

150

(交付 の条件 )

6.こ の補助金の交付の決定には、次の条件が付 され るもの とす る。

(1)3に 掲げる事業の うち医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費

補助金の事業に要す る経費の配分 の変更は してはな らない もの とす る。 さら

に、医療施設運営費等補助金 については、別表に掲げる区分間の事業に要す る

経費の配分の変更を してはな らない もの とす る。

(別 表 )

区    分 事     業     名
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医療提供体制確保対策費 ① へき地保健医療対策事業等

② 救急医療対策事業

⑤ 災害医療対策事業等

⑥ 地域医療確保支援事業

③ 医療の質の評価 。公表等推進事業

⑩ 外国人受入医療機関認証制度開発のための支

援事業

感染症対策費 ③ 感染症指定医療機関運営事業

医療安全確保推進費 ④ 医療安全推進事業

⑨ 異状死死因究明支援事業

医薬品等研究開発推進費 ⑦ 臨床研究拠点等整備事業

(2)事業に要す る経費の配分の変更 (軽微な変更を除 く。)をす る場合には、

厚生労働大臣の承認 を受 けなければな らない。

(3)事業の内容 の変更 (軽微 な変更を除 く。)をす る場合 には、厚生労働大臣

の承認 を受けなければな らない。

(4)事業を中止 し、又は廃止す る場合には、厚生労働大臣の承認 を受 けなけれ

ばな らない。

(5)事業が予定の期間内に完了 しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合

には、速やかに厚生労働大臣に報告 してその指示 を受 けなけれ ばな らない。

(6)事業によ り取得 し、又 は効用の増加 した財産で価格が単価 50万 円 (民間

団体にあつては 30万 円)以上の機械及び器具については、補助金等に係 る

予算の執行の適正化 に関す る法律施行令第 14条第 1項第 2号の規定によ り

厚生労働大臣が別 に定める期間を経過す るまで、厚生労働大臣の承認 を受 け

ないでこの補助金の交付 の 目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付 け、

担保 に供 し、又は廃棄 してはな らない。

(7)厚生労働大臣の承認 を受けて財産 を処分す ることによ り収入があつた場合

にはその収入の全部又は一部 を国庫に納付 させ ることがある。

(8)事業によ り取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後 にお

いて も善良な管理者 の注意をもつて管理す るとともに、その効率的な運営を

図 らなければな らない。

(9)補助金 と事業に係 る証拠書類等の管理については次 によるもの とす る。

ア.補助事業者が地方公共団体の場合

補助金 と事業に係 る予算及び決算 との関係 を明 らかに した第 1号様式に

よる調書を作成す るとともに、事業に係 る歳入及び歳出について証拠書類

を整理 し、かつ調書及び証拠書類 を事業の完了の 日 (事業の中止又は廃止

の承認 を受 けた場合には、その承認 を受 けた 日)の属す る年度の終了後 5
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年間保管 しておかなければな らない。

イ.補助事業者が地方公共団体以外の場合

事業に係 る収入及び支出を明 らかに した帳簿 を備 え、当該収入及び支出

について証拠書類 を整理 し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類 を事業の完了

の 日 (事業の中止又は廃上の承認 を受けた場合 には、その承認 を受けた 日)

の属す る年度の終了後 5年 間保管 しておかなければならない。

(10)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係 る消費

税及び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定 した場合 には、第 14号様式によ

り速やかに厚生労働大臣に報告 しなければな らない。

なお、補助事業者 が全国的に事業 を展開す る組織の一支部 (又 は一支社、

一支所等)で あつて、 自ら消費税及び地方消費税 の申告を行わず、本部 (又

は本社、本所等)で消費税及び地方消費税 の申告 を行 つている場合 は、本部

の課税売上割合等の申告内容に基づ き報告 を行 うこと。

また、厚生労働大臣は報告があつた場合 には、当該消費税及び地方消費税

に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫 に納付 させ ることがある。

(11)都道府県は、国か ら概算払によ り間接補助金又は (13)に より交付す る補

助金 に係 る補助金の交付 を受 けた場合 には、当該概算払を受 けた補助金 に相

当す る額 を遅滞な く間接補助事業者又は補助金の交付 を受 ける者 に交付 しな

ければな らない。

(12)都道府県は、間接補助金 を間接補助事業者 に交付す る場合には、 (1)か
ら (10)に掲げる条件 を付 さなければな らない。 この場合 において (2)か
ら (5)、 (7)及び (10)中 「厚生労働大臣」 とあるのは 「都道府県知事

」、 「国庫」 とあるのは 「都道府県」 と、 (6)中 「厚生労働大臣の承認」

とあるのは 「都道府県知事の承認」 と、 (10)中 「第14号様式」 とあるのは

、 「第 15号様式」 と読み替えるもの とす る。

(13)都道府県は、 3の (1)の①のアの事業 を行 う場合 に、補助金 を交付す る

ものについては、 (1)か ら (10)に掲げる条件 を付 さなければな らない。

この場合において (2)か ら (5)、 (7)及び (10)中 「厚生労働大臣」

とあるのは 「都道府県知事」 と、 「国庫」 とあるのは 「都道府県」 と、 (6

)中 「厚生労働大臣の承認」 とあるのは 「都道府県知事の承認」 と、 (10)

中 「第 14号様式」 とあるのは、 「第 15号様式」 と読み替えるもの とす る。

(14)(12)又 は (13)に よ り付 した条件 に基づ き都道府県知事が承認又は指示

をす る場合 には、あ らか じめ厚生労働大臣の承認又は指示 を受けなければな

らない。

(15)間接補助事業者又は (13)に よ り補助金 の交付 を受 けた者か ら財産の処分

による収入の全部又は一部の納付があつた場合には、その納付額の全部又は

一部 を国庫に納付 させ ることがある。
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(16)財 団法人 日本中毒情報セ ンター、財団法人 日本医療機能評価機構及び一般

社団法人 日本医療安全調査機構 は、この補助金に係 る支出明細書を第 16号様

式によ り作成 し、国か らの補助金等全体の金額及びその年間収入に対す る割

合 を示す書類 に添付 した上で、計算書類等 と併せて事務所 に備 えつけ公開す

るとともに、決算後 10日 を経過 した 日又は翌年度 7月 10日 のいずれか早

い 日までに厚生労働省 に報告 しなけれ ばな らない。

(申 請手続 )

7.こ の補助金の交付の申請 は、次に より行 うもの とす る。

(1)都道府県以外が行 う3の (1)の①のオ、 3の (1)の②のア及びイ、 3

の (1)の③のア、 3の (1)の ⑦、③及び⑩の事業

ア.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項に基づ

き、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行 う場合

(ア )補助事業者は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府

県知事が定める日までに都道府県に提出するものである。

(イ )都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査 し、とり

まとめのうえ、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものと

する。

イ.ア 以外の場合

補助事業者は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度 6

月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2)財団法人 日本中毒情報センターが行 う3の (2)の事業

財団法人日本中毒情報センター理事長は、第 3号様式による申請書に関係

書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(3)財団法人日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の④のアの事業

財団法人日本医療機能評価機構理事長は、第 4号の 2様式による申請書に

関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するものと

する。

(4)財団法人日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の④のウの事業

財団法人日本医療機能評価機構理事長は、第 4号の 3様式による申請書に

関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するもの

とする。

(5)一般社団法人日本医療安全調査機構が行 う3の (1)の④のイの事業

一般社団法人日本医療安全調査機構理事長は、第 5号様式による申請書に

関係書類を添えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提出するもの

とする。

(6)独立行政法人国立病院機構災害医療センターが行 う3の (1)の⑤のイの
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事業

独立行政法人国立病院機構災害医療セ ンター院長は、第 6号の 1様式 によ

る申請書に関係書類 を添 えて、毎年度 6月 30日 までに厚生労働大臣に提

出す るもの とす る。

(7) (1)か ら (6)ま で以外の事業

都道府県知事は、第 7号様式による申請書に関係書類 を添 えて、毎年度

6月 30日 までに厚生労働大臣に提出す るもの とす る。

(変 更 申請手続 )

8.こ の補助金の交付決定後の事情の変更によ り申請 の内容 を変更 して追カロ交付

申請等 を行 う場合には、 7に 定める申請手続 に従い、毎年度 1月 20日 までに

行 うもの とす る。

(交付決定までの標準的期間 )

9。 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次の とお りとす る。

(1)補助金等に係 る予算の執行 の適正化 に関す る法律第 26条第 2項に基づ き、

補助金等の交付に関す る事務の一部 を都道府県が行 う場合 において、都道府

県知事は、 7の (1)の ア若 しくは 8に よる申請書が到達 した 日か ら起算 し

て原則 として 1月 以内に国に提出す るもの とし、国は、都道府県知事か ら申

請書が到達 した 日か ら原則 として 1月 以内に交付の決定 (変 更交付決定 を含

む。)を行 うもの とす る。

(2)(1)以 外 の場合 、国は、 7の (1)の イ、 7の (2)、 7の (3)、 7
の (4)、 7の (5)、 7の (6)又 は 7の (7)若 しくは 8に よる申請書が

到達 した 日か ら起算 して原則 として 1月 以内に交付の決定 (変 更交付決定を含

む。)を行 うもの とす る。

(補助金 の概算払 )

10.厚 生労働大臣は、必要があると認 める場合 においては、国の支払計画承認額

の範囲内において概算払 をす ることができる。

(実績報告 )

11.こ の補助金の事業実績報告は、次により行 うもの とす る。

(1)都道府県以外が行 う3の (1)の①のオ、 3の (1)の②のア及びイ、 3

の (1)の③ のア、 3の (1)の ⑦の事業

ア 補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律第 26条第 2項に基づ

き、補助金等の交付に関す る事務の一部 を都道府県が行 う場合

(ア )補助事業者 は、当該年度の事業が完了 した ときは、第 8号様式による
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報告書に関係書類 を添えて、都道府県知事が定める 日までに都道府県に

提出す るもの とす る。

(イ )都道府県知事は、アの報告書を受理 した ときは、これを審査 し、 とり

ま とめの うえ、翌年度 6月 30日 (6の (4)に より事業の中止又は廃

止の承認 を受けた場合には、当該承認 の通知 を受理 した 日か ら 1月 を経

過 した 日)ま でに厚生労働大臣に提出す るもの とす る。

イ ア以外の場合

補助事業者 は、第 8号様式による報告書に関係書類 を添えて、毎年度 6

月 30日 までに厚生労働大臣に提出す るもの とす る。

(2)財団法人 日本 中毒情報セ ンターが行 う3の (2)の 事業

財団法人 日本 中毒情報センター理事長は、当該年度の事業が完了 した とき

は、第 9号様式 による報告書に関係書類 を添えて、翌年度 6月 30日 (6の

(4)に よ り事業の中止又は廃止の承認 を受 けた場合 には、当該承認 の通知

を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に提 出す るもの と

す る。

(3)財団法人 日本 医療機能評価機構が行 う3の (1)の④のアの事業

財団法人 日本 医療機能評価機構理事長は、当該年度の事業が完了 した とき

は、第 10号の 2様式 による報告書に関係書類 を添 えて、翌年度 4月 10日 (

6の (4)に よ り事業の中止又は廃止 の承認 を受 けた場合 には、当該承認 の

通知 を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に報告す るも

の とす る。

(4)財団法人 日本医療機能評価機構が行 う3の (1)の ④の ウの事業

財団法人 日本医療機能評価機構理事長は、当該年度の事業が完了 した とき

は、第 10号 の 3様式 に よる報告書 に関係 書類 を添 えて、翌年度 4月 10日

(6の (4)に よ り事業の中止又は廃止の承認 を受 けた場合には、当該承認

の通知を受理 した 日か ら 1月 を経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に報告す る

もの とす る。

(5)一般社団法人 日本医療安全調査機構 が行 う 3の (1)の④のイの事業

一般社団法人 日本医療安全調査機構理事長は、当該年度の事業が完了 した

ときは、第H号様式による報告書に関係書類 を添 えて、事業の完了の 日か ら

起算 して 1月 を経過 した 日 (6の (4)に よ り事業の中止又は廃上の承認 を

受けた場合には、当該承認の通知 を受理 した 日か ら起算 して 1月 を経過 した

日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに厚生労働大臣に報告す る

もの とす る。

(6)独 立行政法人国立病院機構災害医療セ ンターが行 う3の (1)の⑤のイの

事業

独立行政法人国立病院機構災害医療セ ンター院長は、当該年度の事業が完
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了 した ときは、第 12号の 1様 式による報告書に関係書類 を添えて、事業の完

了の 日か ら起算 して 1月 を経過 した 日 (6の (4)に より事業の中止又は廃

止 の承認 を受 けた場合には、当該承認 の通知 を受理 した 日か ら起算 して 1月

を経過 した 日)又は翌年度 4月 10日 のいずれか早い 日までに厚生労働大臣

に報告す るもの とす る。

(7)3の (1)の ③及び⑩の事業

補助事業者 は、当該年度の事業が完了 した とき、第 号様式 による報告書 に

関係書類 を添 えて、翌年度 4月 10日 (6の (4)に より事業の中止又は廃止

の承認 を受 けた場合 には、当該承認 の通知 を受理 した 日か ら 1月 を経過 した

日)ま でに厚生労働大臣に報告す るもの とす る。

(8)(1)か ら (7)ま で以外の事業

都道府県知事は、当該年度の事業が完了 した ときは、第 13号様式による報

告書に関係書類 を添 えて、翌年度 6月 30日 (6の (4)に よ り事業の中止

又は廃止 の承認 を受 けた場合 には、当該承認の通知を受理 した 日か ら 1月 を

経過 した 日)ま でに厚生労働大臣に提出す るもの とす る。

(補助金の返還 )

12.厚生労働大臣は、交付すべき補助金 の額 を確定 した場合において、既 にその

額 を超 える補助金が交付 されている ときは、期限を定めて、その超 える部分に

ついて国庫 に返還す ることを命ず る。

(そ の他 )

13.特別の事情 により4、 5、 7、 8及びHに定める算定方法、手続 によるこ

ができない場合には、あ らか じめ厚生労働大臣の承認 を受けてその定めると

ろによるもの とす る。

と

こ
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